
意匠分類定義カード 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
１ 
意匠分類記号 

Ｄ－ＣＬＡＳＳ２

意匠分類の名称 

Ｇ２－２９３３０ 自動車用インストルメントパネル等 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

４ 
対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｇ２－２９３３ 全 自動車用インストルメントパネル 

Ｇ２－２９３４ 全 自動車用情報表示器 

Ｈ２－６１ＤＡＤ 一 制御用機器又は操作用機器 

Ｊ１－３１１ 一 車両用速さ計等 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
５ 
参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ１－３１１０ タクシ－メ－タ－、自転車用速度計、タコメ－タ（内蔵型でないもの） 

Ｊ１－９２ 計器用目盛り板 

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

６ 
再掲載指示 

  分類記号   分類の名称 または 物品の名称 

  

  
Ｄ－ＣＬＡＳＳ
７ 
この分類に含まれる物品 

自動車用タコメータ 自動車用計器盤 自動車用コンソール付きインストルメンタルパネル 

自動車用操作盤 自動車用操作パネル 自動車用オ－ディオ及びエアーコントロ－ルパネル 

自動車用速さ計 自動車用走行距離計 自動車用インストルメントパネル 

自動車用運行記録計 自動車用油量計 自動車用エアーコンディショナー表示盤 

   
Ｄ－ＣＬＡＳＳ８ 
定義 

 インストルメントパネル、及びインストルメントパネルに格納される計測機器、操作機器、表示器等及び 

 それらの構成機器類を分類する。 

 

 「インストルメントパネル」とは、自動車の室内前部に設けられ、メータ、各種スイッチ、ラジオ、ステレオ、ス

ピ－カー、ヒ－ターコントロ－ル、空調用吹き出し口等の格納部材のことを指す。 

 【自動車用語辞典：トヨタ技術会】 

 車室内前部の全幅に内装して設けられるパネル体であって、原則として、計器、表示器、操作器、スイッチ

類等を装着してない状態のものにはＤタームは付与しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｇ２－２９３３０ 

登録１１５５５５５号 

自動車用インストルメントパネル 

 

 

 

Ｇ２－２９３３０ 

登録１１３８５９７号 

自動車用インストルメントパネル

 

 

Ｇ２－２９３３０ 

登録１１５６２０３号 

自動車用インストルメントパネル 

 



意匠分類定義カード 
操作機器等にはＡを付与する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測機器、情報表示器等には

 

 

他の意匠分類との関係（含まれ

いわゆるリモコン→Ｈ７－１２２

高速道路料金自動システム送

単体の計器→Ｊ１－３１１０ 

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ９ 
分類付与運用メモ（付与優

 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１０ 
過去に分類した物品の名称

車両用計器取り付け枠 

高所作業車の操作レバー表示

Ｇ２－２９３３０Ａ 

登録１１６４８１２号 

自動車ヒ－タ－コントロ－ルパ

ネル 

 

Ｇ２－２９３３０Ｂ 

登録１１７２６２８号 

自動車用計器盤 

 

 

 

  
Ｇ２－２９３３０Ａ 

登録１１５８１５７号 

自動車用エアコンディ

ションの操作盤 
Ｂを付与する。 

ない物品、意匠） 

 

受信機（いわゆるＥＴＣ）→Ｈ６

先関係、懸案事項など） 

 

車両用計器盤 

盤 建設作業者用モニタ－

Ｇ２－２９３３０Ｂ 

登録１１４２３３７号 

車両用コンビネ－ションメ－タ 

 

Ｇ２－２９３３０Ａ 

登録９７３２９８号 

車両用空気調和器の操作

表示器 
－２０ 

自動車用尾灯モニ

パネル  

 

Ｇ２－２９３３０Ｂ 

登録１０２４９７５号 

追突警報機 

 

 

Ｇ２－２９３３０Ａ 

登録１０９４５１８号 

自動車用パワー

ウィンドゥスイッチ 

 

タ－ 

 

 


